
《介護保険一部負担金》1割負担の場合

①通所介護サービス料金（1回あたり）

サービス内容 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 645単位 761単位 883単位 1,003単位 1,124単位

1日7～8時間提供した場合 654円 772円 895円 1,017円 1,140円

1日6～7時間提供した場合 580円 685円 791円 896円 1,002円

1日5～6時間提供した場合 566円 669円 771円 875円 978円

②介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１ 要支援２

基本単位 1,647単位 3,377単位

利 用 者 負 担 金 1,670円 3,424円

③介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１（週1回程度） 要支援２（週2回程度）

基本単位 732単位 1,497単位

利 用 者 負 担 金 742円 1,518円

※岡山市（乙地）は、１単位＝10.14円として利用料を計算します。

《通所介護の主な加算》 ※①のみ

１回あたり 51円

１回あたり 18円

１回あたり 46円

１回あたり 61円

6ヶ月/1回 5円

1日あたり 61円

全単位数の4％

片道あたり 47円

1日あたり 95円

幸輝園デイサービスセンター 利用料金一覧表

＜ 通 所 介 護 ・ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 通 所 介 護 ＞

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

入浴介助加算（厚生労働大臣が定める基準）

若年性認知症利用者受入加算（厚生労働大臣が定める基準）

同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

事業所が送迎を行わない場合は減算をする。

平成31年4月１日現在

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（厚生労働大臣が定める基準）

個別機能訓練加算Ⅰ（厚生労働大臣が定める基準）

認知症加算（厚生労働大臣が定める登録者）

栄養スクリーニング加算（厚生労働大臣が定める基準）



《介護予防通所介護の主な加算》 ※②のみ

要支援1/1ヶ月あたり 73円

要支援2/1ヶ月あたり 146円

1ヶ月あたり 243円

全単位数の5.9％

要支援1/1ヶ月あたり 381円

要支援2/1ヶ月あたり 762円

※上記加算以外の加算を算定する際は、別途ご説明を行ないます。

《生活支援通所介護の主な加算》　※③のみ

要支援1/1月あたり 24円

要支援2/1月あたり 49円

片道あたり 41円

要支援1/1月あたり 74円

要支援2/1月あたり 151円

要支援1/1月あたり 74円

要支援2/1月あたり 151円

全単位数の5.9％

個人の利用に応じて実費負担となる代表的な費用です。

昼食代 580円 飲み物、デザート代込み

1日あたり 100円

実 費 レクリエーションの材料費等

実 費 リハビリパンツ、パット等

教養娯楽費

若年性認知症利用者受入加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

送迎加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

有資格管理者配置評価加算

営業体制整備評価加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

喫茶代

食事代

介護用品代



《介護保険一部負担金》2割負担の場合

①通所介護サービス料金（1回あたり）

サービス内容 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 645単位 761単位 883単位 1,003単位 1,124単位

1日7～8時間提供した場合 1,308円 1,544円 1,790円 2,034円 2,280円

1日6～7時間提供した場合 1,160円 1,371円 1,582円 1,793円 2,004円

1日5～6時間提供した場合 1,132円 1,338円 1,542円 1,750円 1,956円

②介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１ 要支援２

基本単位 1,647単位 3,377単位

利 用 者 負 担 金 3,340円 6,849円

③介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１（週1回程度） 要支援２（週2回程度）

基本単位 732単位 1,497単位

利 用 者 負 担 金 1,484円 3,036円

※岡山市（乙地）は、１単位＝10.14円として利用料を計算します。

《通所介護の主な加算》 ※①のみ

１回あたり 101円

１回あたり 36円

１回あたり 92円

１回あたり 122円

6ヶ月/1回 10円

1日あたり 122円

全単位数の4％

片道あたり 94円

1日あたり 190円同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

幸輝園デイサービスセンター 利用料金一覧表

＜ 通 所 介 護 ・ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 通 所 介 護 ＞

平成31年4月１日現在

入浴介助加算（厚生労働大臣が定める基準）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（厚生労働大臣が定める基準）

個別機能訓練加算Ⅰ（厚生労働大臣が定める基準）

認知症加算（厚生労働大臣が定める登録者）

栄養スクリーニング加算（厚生労働大臣が定める基準）

若年性認知症利用者受入加算（厚生労働大臣が定める基準）

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

事業所が送迎を行わない場合は減算をする。



《介護予防通所介護の主な加算》 ※②のみ

要支援1/1ヶ月あたり 146円

要支援2/1ヶ月あたり 292円

1ヶ月あたり 487円

全単位数の5.9％

要支援1/1ヶ月あたり 762円

要支援2/1ヶ月あたり 1,524円

※上記加算以外の加算を算定する際は、別途ご説明を行ないます。

《生活支援通所介護の主な加算》　※③のみ

要支援1/1ヶ月あたり 49円

要支援2/1ヶ月あたり 97円

片道あたり 81円

要支援1/1ヶ月あたり 148円

要支援2/1ヶ月あたり 302円

要支援1/1ヶ月あたり 148円

要支援2/1ヶ月あたり 302円

全単位数の5.9％

個人の利用に応じて実費負担となる代表的な費用です。

昼食代 580円 飲み物、デザート代込み

1日あたり 100円

実 費 レクリエーションの材料費等

実 費 リハビリパンツ、パット等介護用品代

教養娯楽費

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

若年性認知症利用者受入加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

送迎加算

有資格管理者配置評価加算

営業体制整備評価加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

食事代

喫茶代



《介護保険一部負担金》3割負担の場合

①通所介護サービス料金（1回あたり）

サービス内容 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本単位数 645単位 761単位 883単位 1,003単位 1,124単位

1日7～8時間提供した場合 1,962円 2,315円 2,686円 3,051円 3,419円

1日6～7時間提供した場合 1,740円 2,057円 2,373円 2,689円 3,005円

1日5～6時間提供した場合 1,697円 2,008円 2,315円 2,625円 2,933円

②介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１ 要支援２

基本単位 1,647単位 3,377単位

利 用 者 負 担 金 5,010円 10,273円

③介護予防通所サービス（1ヶ月あたり）

サービス内容 要支援１（週1回程度） 要支援２（週2回程度）

基本単位 732単位 1,497単位

利 用 者 負 担 金 2,227円 4,554円

※岡山市（乙地）は、１単位＝10.14円として利用料を計算します。

《通所介護の主な加算》 ※①のみ

１回あたり 152円

１回あたり 55円

１回あたり 140円

１回あたり 182円

6ヶ月/1回 15円

1日あたり 183円

全単位数の4％

片道あたり 143円

1日あたり 286円同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

幸輝園デイサービスセンター 利用料金一覧表

＜ 通 所 介 護 ・ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 通 所 介 護 ＞

平成31年4月１日現在

入浴介助加算（厚生労働大臣が定める基準）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（厚生労働大臣が定める基準）

個別機能訓練加算Ⅰ（厚生労働大臣が定める基準）

認知症加算（厚生労働大臣が定める登録者）

栄養スクリーニング加算（厚生労働大臣が定める基準）

若年性認知症利用者受入加算（厚生労働大臣が定める基準）

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

事業所が送迎を行わない場合は減算をする。



《介護予防通所介護の主な加算》 ※②のみ

要支援1/1ヶ月あたり 219円

要支援2/1ヶ月あたり 438円

1ヶ月あたり 730円

全単位数の5.9％

要支援1/1ヶ月あたり 1,144円

要支援2/1ヶ月あたり 2,288円

※上記加算以外の加算を算定する際は、別途ご説明を行ないます。

《生活支援通所介護の主な加算》　※③のみ

要支援1/1ヶ月あたり 73円

要支援2/1ヶ月あたり 146円

片道あたり 122円

要支援1/1ヶ月あたり 222円

要支援2/1ヶ月あたり 453円

要支援1/1ヶ月あたり 222円

要支援2/1ヶ月あたり 453円

全単位数の5.9％

個人の利用に応じて実費負担となる代表的な費用です。

昼食代 580円 飲み物、デザート代込み

1日あたり 100円

実 費 レクリエーションの材料費等

実 費 リハビリパンツ、パット等

教養娯楽費

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

若年性認知症利用者受入加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

同一建物（ケアハウスかがやき）内の利用者の方は送迎がないので減算とする。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

送迎加算

有資格管理者配置評価加算

営業体制整備評価加算

処遇改善加算Ⅰ所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定

食事代

喫茶代

介護用品代


